
イベント等による施設利用のご案内 

 

ACTIVE！スペースにおいてイベント等の開催を希望される方は、当案内に則って

お申込みください。 

１ イベント利用可能日・時間 

平日９：００から１７：００（休日・祝日や年末年始等を除く） 

※イベントの準備、会議の設営・撤去、原状復帰もこの時間内で行ってくださ

い。 

２ 開催可能なイベント 

事前に利用登録を行った利用者が開催する秋田県の産業振興につながるイベント 

（例） 

・地元企業の製品や技術を展示し、ビジネスマッチングを促進するイベント 

・起業家や中小企業向けに、経営やマーケティングに関する講演やワークショップ 

・金融機関等の融資制度セミナー、相談会 

３ 開催できないイベント 

下記事業に関連するイベントもしくは下記事業に関係する者を対象とするイベン

ト 

(1) 法令に反する事業および反する恐れのある事業 

(2) 公序良俗に反すると当センターが判断する事業 

(3) 性風俗関連の事業 

(4) 暴力団関係者、又は反社会的行為に関連する事業 

(5) 布教活動・宗教活動・政治活動・違法なセールス、悪質な勧誘を目的とした 

事業 

(6) マルチ商法およびそれに類する恐れのある事業 

(7) 公営競技を含め、賭博、ギャンブルに関する事業 

(8) その他、当センターが不適当と認める事業 

・営利目的のイベント（但し、参加費を徴収する場合でも、実費相当額の徴収 

にとどまるものは除く。） 

・学友会・同窓会活動を目的としたイベント 

・趣味・文化活動を目的としたイベント 

・その他、当センターが当施設の目的に照らし不適当と認めるイベント 

４ 貸切申込手続き 

(1) 空き状況・開催予定日の確認 

当センターへの問い合わせのほか、専用の Web サイトにてご確認ください。 

(2) イベント貸切申込書の提出 



原則として使用日の３か月前から 1 か月前までに「ACTIVE！スペース貸切申

込書」に必要事項を明記し、メールにて事務局（active-space@bic-akita.or.jp）

あてお送りください。 

(3) 当センターが面談等によりイベントの内容確認・審査を実施します。 

(4) 内容に問題がなければ、当センターよりメールにて許可通知を行います。な

お、許可通知までは、１～２週間時間を要します。 

(5) イベント貸切申込の取消し・内容の変更がある場合は、事前に当センターに

メールもしくは電話にてご連絡ください。 

(6) イベント終了後、当センターに参加人数を報告してください。 

５ イベント利用時の注意点 

(1) 全体を通して 

・当施設の利用規約を遵守してください。 

・盗難・紛失等の事故防止は主催者が責任を持って行ってください。 

・利用者（主催者・来場者含む）に起因する施設の損害（破損）については、

全て利用者に賠償していただきます。 

(2) イベントの周知関係 

・イベント開催に関する施設内への広告の提示については、事前に当センター

にご相談ください。 

・イベント開催に関する問い合わせについては当センターでは応じられませ 

ん。イベント開催の広告には主催者の名称、連絡先を明示し、当施設の電話番 

号やメールアドレスは載せないようお願いします。 

・イベント告知の広告に当施設のロゴを使用する場合は、事前に当センターに

ご相談ください。 

(3) イベント開催当日 

・施設内の机・椅子のレイアウト変更は、主催者にて変更してください。ま

た、机・椅子や施設内の設備・備品等を利用した場合は、必ず元の場所に戻し

てください。レイアウトを元に戻されない場合は、次回以降の利用をお断りす

る場合があります。 

・イベント開催中、主催者は必ず会場に常駐してください。 

・利用時間は事前に申請した時間を厳守してください。時間延長を希望する場

合は速やかに当センターへご相談ください。但し、施設運営に支障が発生する

場合等は、延長を断る場合があります。 

(4) イベント開催後 

・イベント開催により生じたゴミは主催者が全て持ち帰ってください。利用

後、汚れが著しい場合は別途清掃料を徴収する場合があります。 
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(5) その他 

・飲食を伴うイベントは、申請時にその旨を記載してください。 


